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カテゴリー:県政一般 

 

 

産業廃棄物処理業者の許可の取消しについて 
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下「法」とい

う。）第１４条の３の２第１項の規定に基づき、株式会社ユウキの産業廃棄物収集運

搬業の許可を取り消しました。 

  

１ 処分対象者 
 名   称：株式会社ユウキ 

 代 表 者：代表取締役 諸岡 真由美 

所 在 地：埼玉県川口市芝中田一丁目２５番３ウインベルデュエット１０３

号室 

  許可の内容：産業廃棄物収集運搬業（積替え保管を除く。） 

  許 可 番 号：０１１００１９５７５４ 

 

２ 処分内容 
  法第１４条の３の２第１項第５号の規定に基づく産業廃棄物収集運搬業（積替え 

保管を除く。）の許可取消処分 

  

３ 処分年月日 
  令和７年３月５日 

 

４ 処分理由 
１ 株式会社ユウキは、下請けとして解体工事を行った令和４年１１月１日及び同

月２日の千葉県内の家屋解体工事現場、令和５年１２月５日の東京都内の家屋解

体工事現場及び、同月６日の横浜市内の家屋解体工事現場にて排出された産業廃

棄物について、川口市の事業場内で無許可の産業廃棄物の積替え保管行為を行っ

た。 

このことは、法第１４条の２第１項に違反する行為である。 

２ 令和４年１２月２１日に川口市が行った法第１８条第１項に基づく報告徴収

について、報告しなかった。また、同社は、令和５年７月１４日及び同年１２月

１１日に同市が行った法第１８条第１項に基づく報告徴収について、一部のみし

か報告しなかった。 

このことは、法第１８条第１項に違反する行為である。  

３ 上記１の行為は罰則を定める法第２５条第１項第３号に規定する違反行為で

あること、上記２の行為は罰則を定める法第３０条第７号に規定する違反行為で

あること、を総合すると、株式会社ユウキは、法第１４条の３の２第１項第５号
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の「情状が特に重いとき」に該当する。 

４ 埼玉県が定める「産業廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理施設設置者に対する

不利益処分に係る処分基準」の５の第１条、別表１の１（１）によれば、法第２

５条第１項第３号に規定する無許可事業範囲変更に係る処分の内容は、「事業の

許可の取消し」とされている。 

５ よって、株式会社ユウキは、法第１４条の３第１号に規定する「違反行為をし

たとき」に該当し、さらに法第１４条の３の２第５号に規定する「前条第一号に

該当し情状が特に重いとき」に該当する。 


